
国道３１３号自動車専用道路の通行規制のお知らせ
～地震災害復旧工事のため、通行止めを行います～

国道３１３号自動車専用道路（倉吉西I.C～国道９号）において、鳥取県中部地
震による災害復旧工事を集中的に行うため、通行止め（下り車線）をさせていた
だきます。

■通行止区間及び通行止期間

国道３１３号の自動車専用道路で、倉吉市から国道９号方面（下り車線）が通
行できません。

①倉吉西I.C～国道９号
・平成２９年３月２１日（火）９：００～平成２９年４月２８日（金）１７：００
・平成２９年５月 ８日（月）９：００～平成２９年５月３１日（水）１７：００
※ゴールデンウイーク期間の平成２９年４月２８日（金）１７：００～平成２９年５月８日（月）９：００は、
全面通行可能（上下線とも通行可）です。

②倉吉I.C～国道９号
平成２９年５月３１日（水）１７：００～平成２９年７月２８日（金）１７：００

■通行止時間帯
終日（土日祝祭日夜間を含みます）

■迂回路

倉吉方面から国道９号へは、県道３４号（倉吉赤碕中山線）、国道３１３号、県
道２３号（倉吉由良線）が迂回路となります。
混雑が予想されますので、通行には十分注意してください。

問い合わせ先
鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 道路都市課
電話 ０８５８－２３－３２２６・３２２７

■片側交互通行について
倉吉I.C～北栄南I.Cでは３月２１日（火）９：００まで、片側交互通行を実施してい
ます。交通誘導員及び仮設信号機に従い、通行してください。

道路利用者の皆様には、通勤等で大変ご迷惑をおかけしますが、御理解と御
協力をお願いいたします。
※規制日は、降雨、作業状況等により変更することがあります。
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国道３１３号自動車専用道路（倉吉西I.C～国道９号）
下り車線全区間の通行止 利用形態図①

■通行止期間
・平成２９年３月２１日（火）９：００～平成２９年４月２８日（金）１７：００
・平成２９年５月 ８日（月）９：００～平成２９年５月３１日（水）１７：００
※ゴールデンウイーク期間の平成２９年４月２８日（金）１７：００～平成２９年５月８日（月）９：００は、
全面通行可能（上下線とも通行可）です。

走行に注意してください。
◇５０ｋｍ/ｈに速度規制しています。
◇道路幅が狭い区間があります。
◇車線変更が必要な区間があります。

迂回路
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国道３１３号自動車専用道路（倉吉西I.C～国道９号）
下り車線一部区間の通行止 利用形態図②

■通行止期間
平成２９年５月３１日（水）１７：００～平成２９年７月２８日（金）１７：００

走行に注意してください。
◇５０ｋｍ/ｈに速度規制しています。
◇道路幅が狭い区間があります。
◇車線変更が必要な区間があります。
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